
４ 地区計画変更の
市素案の概要



主な変更点

①地区計画の区域の拡大

②「樹林地、草地等の保全に関する方針」と

「樹林地、草地等の保全に関する事項」の追加

③土地利用の方針の変更



①①地区計画の地区計画の区域の拡大区域の拡大

今回拡大する区域
約1.7ha

保土ケ谷仏向町地区地区計画
面積約１６．９ha



②「樹林地、草地等の保全に関する方針」と
「樹林地、草地等の保全に関する事項」の追加

地区内幹線道路

区画道路

歩道状空地

公園

緑地 面積約3.0ha

樹林地、草地等
面積約7.1ha



③土地利用の方針の変更

Ａ-2地区
高齢者福祉施設

Ａ地区
高齢者福祉施設

Ｂ地区
身体障害者福祉施設

Ｃ地区
研修・研究施設

Ｄ地区
企業記念施設

Ａ-1地区
高齢者福祉施設

Ｂ地区
身体障害者福祉施設

C地区
企業記念施設

Ｄ地区 緑地



建築物の用途の制限 Ａ－１、Ａ－２地区
【建築できない建築物】
・住宅、共同住宅、寄宿舎又は下宿
（3,000㎡超）
・神社、寺院等
・店舗、飲食店等（1,000㎡超）
・ボーリング場、カラオケボックス
、パチンコ屋等

Ｄ地区 なし

Ａ地区 【建築できない建築物】
・住宅、共同住宅、寄宿舎又は下宿
（3,000㎡超）
・神社、寺院等
・店舗、飲食店等（1,000㎡超）
・ボーリング場、カラオケボックス
、パチンコ屋等

Ｃ地区 【建築できない建築物】
・住宅、共同住宅、寄宿舎又は下宿
・神社、寺院等
・ボーリング場、カラオケボックス
、パチンコ屋等



建築物の敷地面積の最低限度

Ａ地区 30,000㎡

Ｂ、Ｃ地区 10,000㎡

Ｄ地区 1,000㎡

Ａ-１地区 30,000㎡

Ｂ地区 10,000㎡

Ａ-２地区 20,000㎡

Ｄ地区 なし

Ｄ地区 1,000㎡



５ 今後のスケジュール
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公聴会における
公述申出の受付

※時期は未定



※保土ケ谷区区政推進課及び旭区区政推進課で、都市計画
市素案（写）を閲覧できます。
※市素案の概要を都市計画課ＷＥＢサイトに掲載します。
※期間中、公聴会における「公述申出」の受付を行います。

まちづくり調整局 都市計画課
中区相生町３－５６－１ ＪＮビル５階

場 所

平成22年1月25日（月）～2月8日（月）
（土・日を除く）

期 間

都市計画市素案の縦覧都市計画市素案の縦覧

公公 聴聴 会会

坂本小学校 ふれあいホール場 所

平成22年2月26日（金）午後７時～日 時



横浜市民又は利害関係人は、公述の申出ができます。

中止します。申出がなかった場合

申出者全員による抽選

抽選会の開催（詳細は未定）

10名以上の公述申
出があった場合

・まちづくり調整局都市計画課

・都市計画課ＷＥＢサイト

・保土ケ谷区・旭区区政推進課

公述申出書

配布場所

まちづくり調整局都市計画課申 出 先

平成22年1月25日（月）

～2月8日（月）

公述申出期間

（※期間内必着）



条例に基づく都市計画原案の縦覧

地区計画区域内の土地所有者等に限り、

意見書を提出することができます。

都市計画法に基づく都市計画案の縦覧

横浜市民又は利害関係人は、

意見書を提出することができます。



問い合わせ先問い合わせ先

都市計画市素案の内容について

まちづくり調整局宅地企画課
電話 ０４５-６７１-２９４６

都市計画決定手続きについて

まちづくり調整局都市計画課
電話 ０４５-６７１-２６５７


